
研
究
動
向

韓
国
に
お
け
る
民
事
慣
習
の
成
文
法
化
過
程
に
関
す
る
最
近
の
研
究
動
向

は
じ
め
に

　
こ
ん
に
ち
の
韓
国
民
法
の
成
立
過
程
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

朝
鮮
総
督
府
の
慣
習
政
策
、
お
よ
び
そ
れ
以
前
の
統
監
府
の
慣
習
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

査
事
業
に
ま
で
遡
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
統
監
府
時
代
に
お
い
て
は
、
韓
国
民
商
法
典
を
制
定
す
る
目
的
で
、

民
商
事
に
関
す
る
韓
国
旧
来
の
制
度
お
よ
び
慣
習
調
査
が
全
国
的
な

規
模
で
行
わ
れ
た
が
、
日
本
政
府
に
よ
る
韓
国
司
法
権
の
日
本
へ
の

委
託
や
日
韓
併
合
方
針
の
決
定
と
い
う
政
治
的
な
変
動
に
よ
り
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
目
的
を
果
た
す
こ
と
な
く
終
わ
り
を
告
げ
た
。
日
韓
併
合
後
、
朝

鮮
総
督
府
は
全
二
三
の
日
本
法
を
韓
国
に
直
接
適
用
（
「
依
用
」
）
し
、

そ
の
な
か
で
民
事
に
関
し
て
は
「
朝
鮮
民
事
令
」
（
制
令
第
七
号
、

一
九
一
二
年
三
月
公
布
・
同
四
月
施
行
）
を
も
っ
て
日
本
民
法
を
適

用
す
る
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
第
一
〇
、
第
一
一
、
第
一
二

条
で
日
本
民
法
の
適
用
対
象
外
と
し
て
、
朝
鮮
人
相
互
間
の
法
律
行

李

英
　
美

為
、
朝
鮮
人
の
能
力
・
親
族
・
相
続
、
不
動
産
物
権
に
関
し
て
は
慣

習
に
よ
る
と
し
た
た
め
、
朝
鮮
総
督
府
時
代
に
は
民
法
典
を
編
纂
す

る
こ
と
な
く
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
す
る
慣
習
法
規
範
が
通
牒
・
回

答
・
決
議
な
ど
の
方
法
で
定
立
さ
れ
、
裁
判
の
準
拠
法
と
し
て
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

た
は
行
政
資
料
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
う

ち
同
令
第
｝
一
条
は
一
九
二
一
、
一
九
二
二
、
一
九
三
九
年
に
全
三

回
改
正
さ
れ
、
親
族
・
相
続
に
お
け
る
日
本
民
法
の
依
用
範
囲
を
拡

　
　
　
　
　
　
ぐ
　

大
し
て
い
っ
た
。

　
そ
の
た
め
、
韓
国
で
初
め
て
民
法
典
が
編
纂
・
制
定
さ
れ
た
の
は
、

独
立
後
の
韓
国
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
当
時
韓
国
政
府
に
よ

る
韓
国
民
法
典
編
纂
に
際
し
て
は
、
日
本
民
法
典
と
日
本
の
学
説
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

多
く
取
り
入
れ
て
い
た
。
そ
の
後
の
韓
国
民
法
は
、
幾
度
か
の
改
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
経
て
今
日
の
よ
う
な
姿
と
な
っ
た
が
、
こ
う
し
た
制
定
当
時
の
経

緯
か
ら
、
そ
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
慣
習
調
査
事
業
や

慣
習
法
規
範
の
定
立
過
程
と
、
「
朝
鮮
民
事
令
」
第
一
一
条
の
改
正

に
よ
る
慣
習
の
成
文
法
化
過
程
に
対
す
る
、
具
体
的
な
方
法
と
内
容
・
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目
的
・
経
緯
お
よ
び
経
過
・
結
果
な
ど
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が

必
要
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
ω
韓
国
（
朝
鮮
）
旧
来
の
制
度
お
よ

び
慣
習
の
状
況
、
②
社
会
の
変
化
と
そ
れ
に
と
も
な
っ
た
慣
習
の
変

化
、
㈲
統
監
府
お
よ
び
朝
鮮
総
督
府
の
法
制
政
策
と
宗
主
国
日
本
政

府
の
植
民
地
政
策
と
の
関
係
、
㈲
宗
主
国
日
本
と
植
民
地
か
ら
構
成

さ
れ
る
帝
国
日
本
の
法
令
体
系
お
よ
び
そ
の
連
絡
関
係
、
㈲
植
民
地

統
治
に
お
け
る
先
例
と
な
っ
た
台
湾
に
お
け
る
慣
習
調
査
事
業
お
よ

び
法
制
政
策
と
植
民
地
朝
鮮
の
そ
れ
と
の
比
較
な
ど
に
つ
い
て
、
実

証
的
な
研
究
が
必
要
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
近
代
日
韓
関
係
史
・

植
民
地
研
究
・
法
制
史
・
民
法
お
よ
び
比
較
法
な
ど
の
観
点
か
ら
綜

合
的
、
か
つ
学
際
的
研
究
が
必
要
と
さ
れ
る
分
野
で
あ
る
と
い
え
る

が
、
こ
れ
ま
で
韓
国
で
は
主
に
法
史
（
法
制
史
）
学
界
を
中
心
に
、

親
族
・
相
続
法
と
物
権
法
の
一
部
の
成
立
過
程
に
関
す
る
個
別
的
研

究
が
な
さ
れ
て
き
た
。

　
そ
う
し
た
な
か
で
、
最
近
の
韓
国
で
は
法
社
会
史
学
的
観
点
か
ら
、

慣
習
の
成
文
法
化
過
程
に
つ
い
て
、
社
会
の
変
化
に
随
伴
す
る
慣
習

の
自
生
的
・
内
発
的
変
化
に
着
目
し
た
一
連
の
研
究
と
、
朝
鮮
総
督

府
の
法
制
政
策
の
観
点
か
ら
慣
習
の
成
文
法
化
過
程
を
考
察
し
た
研

究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
李
昇
一
に
よ
る
以
下
の
】
連
の
研
究
が
そ
れ

　
　
　
ア
　

で
あ
る
。
①
「
d
己
刈
刈
剛
親
族
慣
習
釧
屯
糾
舛
朝
鮮
民
事
令
改
正

州
丑
堪
唱
辛
－
王
墨
q
朴
碧
刈
一
一
玉
刈
二
斗
川
閣
蛙
音
秀

刃
u
。
一
呈
」
（
「
日
帝
時
代
の
親
族
慣
習
の
変
化
と
朝
鮮
民
事
令
に
関
す

る
研
究
－
朝
鮮
民
事
令
第
一
一
条
の
第
二
次
改
正
案
を
中
心
に
」

『
韓
国
学
論
集
』
第
三
三
輯
、
漢
陽
大
学
校
、
一
九
九
九
年
一
〇
月
。

一
九
九
八
年
一
二
月
漢
陽
大
学
校
大
学
院
史
学
専
攻
修
士
論
文
）
。

②
刀
「
剋
刈
孟
組
朝
斗
管
叫
唱
干
－
法
的
地
位
q
変
化
暑
中
心
。
一

呈
」
（
「
植
民
地
朝
鮮
の
次
養
子
研
究
－
法
的
地
位
の
変
化
を
中
心
に
」

『
歴
史
外
現
実
』
第
三
四
号
、
韓
国
歴
史
研
究
会
、
一
九
九
九
年
一

二
月
）
。
③
『
朝
鮮
総
督
府
到
法
制
政
策
叫
明
選
研
究
－
至
起
電

4
壱
刈
一
一
孟
「
慣
習
」
到
成
文
法
化
暑
ス
τ
刈
・
2
呈
」
（
『
朝
鮮
総

督
府
の
法
制
政
策
に
関
す
る
研
究
ー
朝
鮮
民
事
令
第
＝
条
「
慣
習
」

の
成
文
法
化
を
中
心
に
』
漢
陽
大
学
校
大
学
院
史
学
専
攻
博
士
学
位

論
文
、
二
〇
〇
三
年
六
月
）
。

　
以
下
で
は
、
主
と
し
て
韓
国
に
お
け
る
、
民
事
慣
習
の
成
文
法
化

過
程
に
関
す
る
最
近
の
研
究
動
向
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
朝
鮮

総
督
府
お
よ
び
日
本
の
植
民
地
政
策
全
般
に
つ
い
て
は
、
日
韓
両
国

に
お
い
て
様
々
な
観
点
か
ら
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
日

本
統
治
時
代
に
お
け
る
朝
鮮
旧
来
の
慣
習
の
成
文
法
化
に
関
す
る
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　

究
は
、
日
本
で
は
皆
無
の
状
態
で
あ
り
、
ま
た
韓
国
に
お
い
て
も
以

下
の
二
件
を
除
き
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
い
く
つ
か
の
研

究
が
現
わ
れ
は
じ
め
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
諸
研
究
は
上
述
の
よ
う
に

法
史
学
界
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
分
野
の

研
究
は
戦
後
を
通
し
て
見
て
も
、
案
外
数
少
な
い
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
ま
ず
は
先
行
研
究
の
紹
介
を
行
い
、
つ
ぎ
に
こ
の
研
究
分
野
に

お
け
る
韓
国
で
は
最
新
の
研
究
で
あ
る
上
記
③
に
つ
い
て
書
評
を
か

ね
て
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。
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二
　
民
事
関
連
慣
習
に
関
す
る
先
行
研
究

　
以
下
で
は
主
に
韓
国
に
お
け
る
民
事
慣
習
の
成
文
法
化
過
程
に
関

す
る
先
行
研
究
を
中
心
に
紹
介
す
る
が
、
民
事
慣
習
と
関
連
す
る
植

民
地
法
制
全
般
に
関
す
る
研
究
も
含
め
て
紹
介
す
る
。

　
一
　
植
民
地
法
制
の
性
格
に
関
す
る
研
究

　
朴
乗
濠
「
現
代
法
制
到
形
成
斗
法
制
到
発
展
方
向
」
（
『
法
制

研
究
」
第
八
号
、
韓
国
法
制
研
究
院
、
一
九
九
五
年
六
月
）
は
、
植

民
地
時
代
慣
習
法
の
こ
ん
に
ち
的
意
義
を
考
察
し
た
。
「
朝
鮮
民
事

令
」
に
よ
っ
て
法
源
と
し
て
認
め
ら
れ
た
親
族
・
相
続
に
関
す
る
慣

習
は
あ
り
の
ま
ま
の
慣
習
で
は
な
く
、
朝
鮮
総
督
府
や
関
連
の
各
組

織
な
ど
が
通
牒
・
回
答
・
決
議
な
ど
の
形
式
で
宣
言
し
た
官
制
慣
習

で
あ
る
。
ま
た
高
等
法
院
判
決
（
一
九
三
三
年
三
月
三
日
）
に
よ
っ

て
財
産
相
続
に
お
け
る
戸
主
の
地
位
を
強
化
し
、
祭
祀
相
続
を
廃
止

し
て
戸
主
相
続
に
吸
収
さ
せ
た
よ
う
に
、
慣
習
法
政
策
は
「
朝
鮮
民

事
令
」
改
正
を
通
し
た
明
示
的
・
直
接
的
な
方
法
の
み
な
ら
ず
、
間

接
的
な
方
法
で
も
行
わ
れ
て
い
た
。
朝
鮮
で
は
そ
の
よ
う
な
慣
習
法

の
宣
言
お
よ
び
定
立
方
法
を
も
っ
て
意
図
的
に
強
化
さ
れ
た
戸
主
権

を
通
し
て
、
日
本
の
天
皇
制
的
家
族
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ

く
日
本
式
の
儒
教
的
家
族
制
度
が
移
植
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
官
制
慣

習
で
あ
り
、
か
つ
日
本
の
「
家
」
制
度
を
代
表
す
る
戸
主
権
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
ら
が
こ
ん
に
ち
の
韓
国
民
法
典
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て

い
る
と
い
う
韓
国
民
法
典
の
史
的
構
造
の
一
面
を
指
摘
す
る
。

　
金
昌
緑
「
植
民
地
被
支
配
期
法
制
釧
基
礎
」
（
『
法
制
研
究
」
第

八
号
、
韓
国
法
制
研
究
院
、
一
九
九
五
年
六
月
）
、
同
「
制
令
司
遊

竜
唱
辛
」
（
『
法
史
学
研
究
』
第
二
六
号
、
韓
国
法
史
学
会
、
二
〇

G
二
年
一
〇
月
）
は
、
植
民
地
朝
鮮
の
法
制
の
全
貌
を
明
ら
か
に
し
、

そ
の
性
格
を
究
明
し
よ
う
と
し
て
、
日
本
帝
国
主
義
の
性
格
と
そ
の

植
民
地
支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
検
討
を
行
い
、
植
民
地
朝

鮮
法
制
の
基
本
原
理
へ
接
近
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
朝
鮮
総
督
の
制

令
権
に
つ
い
て
、
台
湾
総
督
の
律
令
権
と
の
比
較
、
「
大
日
本
帝
国

憲
法
」
と
の
関
係
が
、
当
時
の
学
説
を
取
り
上
げ
つ
つ
論
じ
ら
れ
て

い
る
。
日
帝
の
植
民
地
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
典
型
的
に
具
体
化
し
、

支
配
機
構
の
頂
点
に
位
置
し
て
い
た
朝
鮮
総
督
府
に
代
表
さ
れ
る
支

配
機
構
の
特
徴
と
し
て
は
、
立
法
・
行
政
・
司
法
に
対
す
る
全
権
力

の
統
合
性
と
権
力
の
無
責
任
性
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
植
民
地
朝
鮮

に
お
け
る
立
法
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
台
湾
の
「
内
地
法
律
延
長
主

義
」
と
は
異
な
り
、
総
督
の
制
令
権
に
基
づ
く
恣
意
的
な
立
法
可
能

性
が
高
か
っ
た
と
し
、
ま
た
植
民
地
朝
鮮
の
法
令
構
造
か
ら
も
支
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

側
の
恣
意
性
の
存
在
を
導
き
出
し
て
い
る
。

　
鄭
肯
植
「
日
帝
斜
植
民
政
策
斗
植
民
地
朝
鮮
到
法
制
」
（
『
法

制
研
究
』
第
一
四
号
、
韓
国
法
制
研
究
院
、
一
九
九
八
年
六
月
）
、

『
韓
国
近
代
法
制
史
孜
」
（
博
文
社
、
二
〇
〇
二
年
）
は
、
朝
鮮
植
民

地
支
配
の
た
め
の
法
の
動
員
方
法
と
、
植
民
地
政
策
と
植
民
地
法
制

の
変
化
関
係
を
、
「
内
鮮
一
体
」
に
至
る
ま
で
の
同
化
政
策
の
推
移
、

朝
鮮
総
督
の
制
令
権
に
基
づ
く
植
民
地
朝
鮮
の
立
法
権
、
「
朝
鮮
民
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事
令
」
「
朝
鮮
刑
事
令
」
に
代
表
さ
れ
る
民
刑
事
法
制
、
の
観
点
か

ら
考
察
し
た
。
同
化
主
義
的
植
民
地
政
策
に
基
づ
く
朝
鮮
の
法
制
は
、

高
等
法
院
判
決
に
見
ら
れ
る
官
制
慣
習
の
内
容
、
同
姓
不
婚
と
異
姓

養
子
を
禁
止
し
て
い
た
慣
習
の
廃
止
と
創
始
改
名
の
導
入
に
見
ら
れ

る
「
朝
鮮
民
事
令
」
改
正
を
通
じ
た
日
本
民
法
の
依
用
、
日
本
の

「
民
事
訴
訟
法
」
を
依
用
し
な
が
ら
も
制
令
で
特
別
法
令
を
設
け
た

こ
と
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
同
化
と
差
別
と
い
う
方
法
を
並
存

さ
せ
な
が
ら
行
わ
れ
て
い
た
と
捉
え
て
い
る
。

　
二
　
慣
習
調
査
に
関
す
る
研
究

　
サ
大
成
「
『
韓
国
不
動
産
二
関
ス
ル
調
査
記
録
』
到
研
究
－
日
帝

釧
初
期
的
韓
国
慣
習
調
査
事
業
（
一
九
〇
五
～
一
九
一
〇
年
）
州

叩
妊
不
動
産
慣
習
法
到
分
析
」
（
『
論
文
集
』
第
一
四
号
、
昌
原
大

学
校
、
一
九
九
二
年
七
月
）
は
、
統
監
府
時
代
の
不
動
産
法
調
査
会

が
刊
行
し
た
『
韓
国
不
動
産
二
関
ス
ル
調
査
記
録
』
（
一
九
〇
六
年

八
月
）
の
分
析
を
通
じ
て
、
慣
習
調
査
側
に
韓
国
の
不
動
産
慣
習
法

が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
民
法
解
釈
学
の
観
点

か
ら
検
討
し
た
。
ま
ず
、
調
査
事
項
の
選
定
と
そ
の
説
明
か
ら
、
地

租
改
正
を
通
じ
て
土
地
所
有
権
を
確
立
し
、
そ
の
う
え
土
地
担
保
法

の
再
編
成
を
通
じ
て
小
作
制
度
を
地
主
中
心
に
形
成
し
た
明
治
日
本

の
経
験
を
土
台
に
、
韓
国
に
お
け
る
土
地
所
有
権
を
確
立
し
て
当
面

の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
調
査
方
法
か
ら
は
、
韓
国
で
不
動
産
関
連
の
民
事
慣
習
が

ど
の
よ
う
に
存
在
す
る
か
の
み
な
ら
ず
、
日
本
民
法
が
西
欧
近
代
法

を
受
容
し
た
時
と
異
な
る
点
は
何
か
に
つ
い
て
も
関
心
が
お
か
れ
て

い
た
と
把
握
す
る
。
そ
こ
で
は
、
近
代
的
法
概
念
を
前
近
代
的
慣
習

の
分
析
道
具
と
し
て
い
た
た
め
、
質
問
者
と
応
答
者
の
間
に
認
識
概

念
の
差
が
生
じ
て
い
た
こ
と
と
、
調
査
側
よ
る
慣
習
調
査
の
主
観
化

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
と
す
る
。
そ
し
て
質
問
項
目

に
は
、
不
動
産
関
連
の
民
事
慣
習
法
の
ほ
か
に
、
公
法
的
な
事
項
ま

で
を
含
め
て
お
り
、
私
法
と
公
法
に
関
す
る
慣
習
内
容
が
混
在
し
て

い
た
と
す
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
調
査
で
土
地
を
中
心
と
し

た
不
動
産
関
連
の
慣
習
に
重
点
が
お
か
れ
た
の
は
、
当
時
日
本
資
本

が
す
で
に
手
に
し
て
い
た
韓
国
土
地
の
所
有
を
法
的
に
保
障
す
る
こ

と
と
、
将
来
の
土
地
調
査
事
業
に
向
っ
て
植
民
統
治
の
基
礎
を
確
立

す
る
た
め
の
過
渡
的
立
法
を
用
意
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
分
析
す
る
。

　
鄭
肯
植
「
日
帝
到
慣
習
調
査
外
意
義
」
（
『
国
訳
慣
習
調
査
報
告

書
』
韓
国
法
制
研
究
院
、
一
九
九
二
年
一
二
月
）
は
、
ま
ず
統
監
府

時
代
の
『
慣
習
調
査
報
告
書
』
を
韓
国
語
訳
し
、
刊
行
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
お
く
。
こ
こ
で
は
日
本
と
台
湾
に
お
け
る
慣
習

調
査
の
概
略
が
述
べ
ら
れ
、
慣
習
調
査
と
は
植
民
地
支
配
の
効
率
を

高
め
る
必
要
性
か
ら
出
発
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
朝
鮮
の
独
自
性

を
認
め
る
と
い
う
自
治
論
的
な
発
想
か
ら
で
は
な
く
、
調
査
側
の
関

心
事
項
と
日
本
法
の
編
別
順
に
添
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ

の
結
果
慣
習
歪
曲
が
行
わ
れ
た
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
調
査
目
的
・

方
法
・
意
義
に
お
け
る
植
民
地
支
配
的
要
素
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
沈
義
基
「
書
評
－
鄭
肯
植
訳
『
国
訳
慣
習

調
査
報
告
書
』
韓
国
法
制
研
究
院
、
一
九
九
二
年
」
（
『
法
史
学
研
究
』
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第
＝
二
号
、
韓
国
法
史
学
会
、
一
九
九
二
年
一
二
月
）
は
、
『
慣
習

調
査
報
告
書
』
の
現
代
的
意
義
と
し
て
、
ま
ず
慣
習
調
査
事
業
の

「
規
模
」
に
つ
い
て
、
当
時
国
家
的
行
政
力
を
総
動
員
し
、
全
国
的

規
模
で
実
施
さ
れ
た
こ
と
、
つ
ぎ
に
慣
習
が
ま
だ
生
々
し
く
記
憶
さ

れ
て
い
る
「
時
点
」
の
記
録
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、
現
代
の
研
究
に

お
い
て
も
無
視
で
き
な
い
資
料
的
価
値
の
あ
る
も
の
と
し
て
評
価
を

与
え
て
い
る
。

　
ま
た
そ
う
し
た
慣
習
調
査
の
現
代
的
意
義
の
評
価
に
加
え
、
鄭
鍾

休
「
梅
謙
次
郎
と
韓
国
近
代
立
法
事
業
」
（
『
法
律
時
報
』
第
七
〇
号

七
号
、
日
本
評
論
社
（
日
本
）
、
一
九
九
八
年
六
月
）
は
、
同
調
査

の
「
方
式
」
に
つ
い
て
意
義
を
認
め
た
。
そ
の
調
査
「
方
式
」
と
は
、

現
在
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
私
法
典
に
採
用
さ
れ
て
い
る
パ
ン
デ
ク
テ
ン

式
に
沿
っ
て
調
べ
た
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
事
実
か
ら
、
調
査

は
単
な
る
記
録
で
は
な
く
、
韓
国
社
会
の
民
事
慣
習
法
が
い
か
に
異

質
の
近
代
法
体
系
に
編
入
さ
れ
る
か
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
調
査
側

の
観
点
に
注
目
す
る
。
さ
ら
に
、
同
研
究
で
は
こ
ん
に
ち
韓
国
法
学

界
の
世
紀
的
課
題
で
あ
る
南
北
統
一
後
の
民
商
法
典
編
纂
事
業
の
前

提
と
な
る
、
法
文
化
統
一
の
た
め
の
南
北
韓
の
同
質
性
確
認
作
業
に

お
い
て
、
韓
国
伝
来
の
民
商
事
慣
習
の
再
検
討
は
、
法
制
度
お
よ
び

法
言
語
の
面
に
お
い
て
も
不
可
欠
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
慣
習
調
査

が
果
た
す
役
割
が
期
待
さ
れ
る
と
展
望
す
る
。

三
　
「
朝
鮮
民
事
令
」
の
構
造
に
関
す
る
研
究

鄭
光
鉱
『
韓
国
家
族
法
研
究
』
（
ソ
ウ
ル
大
学
出
版
部
、

一
九
六

七
年
）
は
、
「
朝
鮮
民
事
令
」
第
＝
条
に
規
定
さ
れ
た
親
族
・
相

続
に
関
す
る
慣
習
に
つ
い
て
、
朝
鮮
総
督
府
に
よ
っ
て
慣
習
法
規
範

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

と
し
て
定
立
、
あ
る
い
は
宣
明
さ
れ
て
い
た
方
法
を
初
め
て
明
ら
か

に
し
た
。
慣
習
法
規
範
の
定
立
、
あ
る
い
は
宣
明
方
法
で
あ
っ
た
各

種
回
答
・
通
牒
・
決
議
の
存
在
と
そ
れ
ら
を
記
録
・
刊
行
し
た
資
料

の
提
示
、
そ
れ
ら
慣
習
法
規
範
宣
明
手
段
間
の
法
的
効
力
の
優
越
関

係
に
つ
い
て
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
。
以
来
、
後
続
の
研
究
は
同
研

究
を
土
台
に
展
開
さ
れ
て
き
た
が
、
の
ち
に
見
る
李
昇
一
の
最
新
の

研
究
に
お
い
て
初
め
て
、
そ
れ
ら
慣
習
法
規
範
宣
明
手
段
間
の
法
的

効
力
は
優
越
関
係
で
は
解
消
で
き
な
い
、
相
互
に
影
響
し
合
う
重
層

的
な
構
造
で
あ
っ
た
と
す
る
見
方
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

　
李
丙
株
「
朝
鮮
民
事
令
叫
垂
糾
明
－
第
一
一
条
釧
慣
習
。
冒
中

心
。
豆
」
（
『
法
史
学
研
究
』
第
四
号
、
韓
国
法
史
学
会
、
一
九
七
七

年
）
は
、
「
朝
鮮
民
事
令
」
第
↓
一
条
の
性
格
を
「
刑
法
大
全
」
と

の
関
係
か
ら
究
明
し
よ
う
と
試
み
た
。
「
朝
鮮
民
事
令
」
第
一
一
条

と
慣
習
調
査
事
業
の
関
係
が
広
く
認
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
較
べ
て

見
逃
し
が
ち
な
、
当
時
韓
国
政
府
に
よ
っ
て
制
定
・
施
行
さ
れ
て
い

た
「
刑
法
大
全
」
の
規
定
に
あ
っ
た
親
族
・
相
続
の
法
源
と
し
て
の

慣
習
が
、
統
監
府
に
よ
る
同
法
典
改
正
の
過
程
で
除
去
さ
れ
た
こ
と

に
対
す
る
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
従
来
朝
鮮
王
朝
時
代
の
法
典
に

は
単
行
法
と
し
て
の
民
事
法
的
規
範
は
存
在
せ
ず
、
民
刑
事
に
関
す

る
す
べ
て
の
違
反
事
項
を
規
定
し
た
刑
事
法
的
規
範
の
み
が
存
在
し

て
い
た
。
「
刑
法
大
全
」
は
統
監
府
設
置
当
時
の
韓
国
で
施
行
さ
れ

て
い
た
、
そ
う
し
た
刑
事
法
で
あ
っ
た
事
実
に
着
目
し
、
統
監
府
に
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よ
っ
て
同
法
典
改
正
の
過
程
で
親
族
・
相
続
の
慣
習
に
違
反
し
た
際

の
刑
罰
規
定
が
除
去
さ
れ
た
こ
と
が
、
「
朝
鮮
民
事
令
」
第
一
一
条

関
連
の
慣
習
法
規
範
に
影
響
し
た
こ
と
を
分
析
し
て
い
る
。

　
四
　
「
家
」
と
戸
主
権
お
よ
び
戸
籍
制
度
に
関
す
る
研
究

　
李
相
旭
『
韓
国
相
続
法
到
成
文
化
過
程
』
（
慶
北
大
学
校
博
士
学

位
論
文
、
一
九
八
六
年
）
、
同
「
日
帝
時
代
斜
財
産
相
続
慣
習
法
」

（『

@
史
学
研
究
』
第
一
一
号
、
韓
国
法
史
学
会
、
一
九
九
〇
年
）
の

研
究
が
あ
る
。
財
産
相
続
の
開
始
・
同
相
続
人
・
同
効
力
・
財
産
相

続
人
の
不
在
に
対
す
る
慣
習
法
の
内
容
を
分
析
対
象
と
し
、
『
慣
習

調
査
報
告
書
』
、
高
等
法
院
判
決
、
司
法
協
会
決
議
の
ほ
か
に
、
「
旧

慣
及
制
度
審
査
委
員
会
」
の
決
議
・
政
務
総
監
お
よ
び
中
枢
院
書
記

官
の
回
答
な
ど
の
資
料
を
通
し
て
、
慣
習
法
認
の
方
向
性
が
日
本
民

法
の
依
用
に
あ
っ
た
と
す
る
同
化
主
義
的
観
点
か
ら
分
析
を
行
う
。

一
族
を
指
し
て
一
家
と
み
な
し
て
い
た
朝
鮮
の
伝
統
的
な
家
概
念
が
、

家
督
相
続
の
概
念
に
よ
る
日
本
式
家
制
度
の
強
制
移
植
に
よ
っ
て
、

家
産
主
義
に
重
点
を
お
い
た
相
続
法
理
が
確
立
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、

家
籍
が
強
調
さ
れ
、
血
縁
中
心
の
朝
鮮
の
相
続
原
理
は
家
籍
中
心
の

相
続
制
度
に
変
形
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
戸
主
死
亡
と
家
族
死
亡

の
時
の
財
産
相
続
が
区
別
さ
れ
、
そ
の
う
ち
戸
主
死
亡
時
の
場
合
は

女
子
を
排
除
し
、
相
続
人
資
格
は
同
一
家
籍
上
の
者
に
限
定
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
財
産
相
続
に
お
い
て
は
戸
主
相
続
人
が
一
旦
財
産
の
全
部

を
単
独
相
続
し
た
あ
と
、
そ
の
戸
主
相
続
人
に
よ
り
次
男
以
下
の
嫡
・

庶
子
に
分
給
す
る
と
い
う
長
男
子
中
心
の
日
本
の
相
続
制
度
が
導
入

さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
財
産
相
続
に
戸
主
権
の
原
理
を
導
入

し
、
女
子
を
排
除
し
、
男
子
中
心
の
同
一
家
籍
が
強
調
さ
れ
た
過
程

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
朴
乗
濠
「
日
帝
下
到
家
族
政
策
斗
慣
習
法
形
成
過
程
」
（
『
刈
音

大
学
法
学
」
第
三
三
巻
二
号
、
ソ
ウ
ル
大
学
、
一
九
九
二
年
）
の
研

究
が
あ
る
。
慣
習
法
と
戸
籍
制
度
と
の
関
係
、
つ
ま
り
朝
鮮
で
日
本

の
家
族
慣
習
法
の
中
核
で
あ
っ
た
戸
主
権
が
、
日
本
式
戸
籍
制
度
の

移
植
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
過
程
を
分
析
し
、
現
行
韓
国
民
法
の
史

的
意
義
に
対
す
る
再
考
を
促
し
て
い
る
。
『
慣
習
調
査
報
告
書
』
で

は
、
日
本
民
法
の
基
準
に
沿
っ
て
調
査
す
べ
き
問
題
の
設
定
を
行
い
、

戸
主
と
家
族
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
特
に
戸
主
権
の
観
点
か
ら
日
本

の
家
族
制
度
上
の
家
長
権
と
同
じ
慣
習
の
有
無
を
調
査
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
法
の
次
元
か
ら
戸
主
権
を
本
格
的
に
登
場
さ
せ
た
と
見
る
。

伝
統
的
戸
籍
制
度
で
は
主
に
家
の
公
法
上
の
代
表
者
を
意
味
し
て
い

た
家
長
（
戸
主
・
戸
首
人
）
は
、
「
民
籍
法
」
施
行
に
と
も
な
う
日

本
の
家
制
度
を
根
幹
と
す
る
戸
籍
制
度
の
強
制
・
移
植
に
よ
り
、
私

法
上
に
お
け
る
家
の
主
宰
者
と
し
て
の
家
父
長
と
し
て
、
つ
ま
り
戸

主
と
し
て
登
場
し
は
じ
め
た
。
夫
権
と
、
妻
の
無
能
力
を
日
本
民
法

か
ら
依
用
し
た
結
果
、
妻
は
準
禁
治
産
者
の
よ
う
な
限
定
無
能
力
者

と
な
り
、
諸
法
律
行
為
に
お
け
る
夫
の
許
可
を
必
要
と
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
歴
史
的
経
過
を
辿
っ
た
韓
国
民
法
典

に
対
す
る
批
判
性
の
欠
如
に
対
す
る
史
的
評
価
を
行
な
っ
て
い
る
。

五
　
小
作
慣
習
に
関
す
る
研
究
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鄭
鍾
休
『
韓
国
民
法
典
の
比
較
法
的
研
究
』
（
創
文
社
（
日
本
）
、

一
九
八
九
年
）
麗
、
朝
鮮
で
一
八
世
紀
以
来
存
在
し
た
特
殊
小
作
慣

習
の
歪
曲
過
程
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
朝
鮮
の
特
殊
小
作
慣
習
は
、

小
作
人
の
労
務
ま
た
は
金
銭
が
地
主
の
土
地
に
投
じ
ら
れ
て
成
立
し

た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
小
作
人
と
地
主
の
間
に
身
分
的
従
属

関
係
が
な
く
、
か
つ
地
主
の
権
利
が
強
く
制
限
さ
れ
た
永
久
的
な
小

作
制
度
で
あ
っ
た
。
そ
の
特
殊
小
作
権
は
、
対
内
的
に
は
土
地
所
有

者
に
対
し
、
対
外
的
に
は
第
三
者
に
対
し
て
対
抗
力
を
有
し
て
お
り
、

二
重
所
有
権
と
も
言
う
べ
き
慣
習
上
の
物
権
で
あ
っ
た
の
で
、
日
本

人
が
そ
う
し
た
小
作
権
付
土
地
を
買
収
す
る
際
に
は
両
者
に
代
価
を

支
払
い
、
地
主
の
土
地
所
有
権
と
小
作
人
の
永
久
小
作
権
を
取
得
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
小
作
人
の
権
利
が
土
地
所
有
権

全
体
の
二
分
の
一
か
ら
三
分
の
一
を
占
め
、
さ
ら
に
小
作
人
が
土
地

を
実
質
的
に
支
配
し
て
い
た
の
で
、
両
者
の
ど
ち
ら
が
近
代
法
上
の

所
有
権
者
に
近
い
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
高

等
法
院
は
そ
う
し
た
こ
と
を
考
慮
せ
ず
、
耕
作
専
用
の
た
め
に
す
る

永
久
存
続
の
借
地
権
は
永
久
小
作
権
で
あ
る
か
ら
、
「
朝
鮮
民
事
令
」

施
行
後
は
日
本
民
法
の
規
定
に
よ
り
そ
の
期
間
を
五
〇
年
に
短
縮
す

べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
特
殊
小
作
権
の
物
権

的
性
格
は
否
定
さ
れ
、
日
本
民
法
上
の
永
小
作
権
と
同
一
化
し
た
。

ま
た
、
学
説
に
お
い
て
も
、
「
朝
鮮
民
事
令
」
第
一
二
条
に
お
け
る

慣
習
と
し
て
は
認
め
て
い
な
か
っ
た
点
に
お
い
て
、
判
例
と
軌
を
一

に
し
て
い
た
。
著
者
は
、
明
治
日
本
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
古
来
の

小
作
制
度
が
地
租
改
正
の
過
程
で
、
地
主
に
地
券
を
与
え
、
地
主
の

権
利
を
一
律
に
土
地
所
有
権
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
質
上
は
所

有
権
に
等
し
か
っ
た
永
久
小
作
権
が
一
面
的
な
支
配
権
と
化
し
て
し

ま
っ
た
点
は
、
日
韓
同
様
で
あ
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
日
本
の
場
合
、

所
有
権
の
自
由
を
実
現
す
る
た
め
の
近
代
的
所
有
権
制
度
の
理
想
に

基
づ
い
た
民
法
に
よ
り
、
永
久
小
作
な
ど
の
制
度
が
変
化
し
た
と
す

れ
ば
、
韓
国
の
場
合
は
「
朝
鮮
民
事
令
」
第
一
二
条
の
規
定
に
よ
っ

て
十
分
に
そ
の
ま
ま
生
か
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
特
殊
小
作
制
度
が
、

植
民
地
政
策
を
実
現
す
る
た
め
の
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
、
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

民
法
上
の
永
小
作
権
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
指
摘
す
る
。

　
　
　
ヂ
ヨ
ン
セ

　
六
傳
貰
慣
習
に
関
す
る
研
究

　
ヂ
大
成
『
韓
国
傳
貰
慣
習
法
』
（
三
知
院
、
　
一
九
八
八
年
）
、
同

「
日
帝
到
韓
国
慣
習
調
査
事
業
斗
民
事
慣
習
法
」
（
『
論
文
集
」
第

＝
二
号
、
昌
原
大
学
校
、
一
九
九
一
年
）
、
同
「
日
帝
斜
韓
国
慣
習

調
査
事
業
斗
傳
貰
慣
習
法
」
（
『
韓
国
法
史
学
論
叢
－
朴
乗
濠
教
授

還
暦
記
念
二
」
博
英
社
、
一
九
九
一
年
）
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。

朝
鮮
王
朝
時
代
の
物
的
担
保
に
は
、
当
事
者
間
に
債
権
債
務
関
係
が

成
立
し
、
か
つ
そ
の
債
権
の
担
保
と
し
て
の
目
的
物
を
支
配
す
る
、

担
保
権
と
し
て
の
典
當
（
起
砦
）
が
あ
っ
た
。
典
當
は
目
的
物
の

支
配
形
態
に
よ
っ
て
占
有
質
・
非
占
有
質
・
文
書
質
の
三
形
態
に
分

か
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
占
有
質
と
し
て
の
典
當
は
債
権
担
保
の
た
め

に
不
動
産
の
占
有
を
債
権
者
に
移
転
し
、
そ
の
占
有
の
移
転
を
受
け

た
債
権
者
は
そ
れ
を
収
益
し
、
そ
の
収
益
に
よ
っ
て
債
権
の
利
子
に

充
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
典
當
の
な
か
で
家
舎
を
目
的
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物
と
し
た
も
の
が
家
舎
典
當
、
つ
ま
り
傳
貰
（
起
刈
）
慣
習
で
あ

り
、
そ
こ
で
は
家
屋
の
取
引
関
係
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
占
有
質
と
し
て
の
家
舎
典
當
で
あ
っ
た
傳
貰
慣

習
は
、
『
慣
習
調
査
報
告
書
』
の
段
階
で
、
そ
れ
を
家
屋
賃
貸
借
と

し
て
捉
え
よ
う
と
し
た
調
査
側
の
法
的
関
心
に
よ
っ
て
「
傳
貰
賃
貸

借
論
」
の
萌
芽
と
な
り
、
そ
の
後
高
等
法
院
判
決
と
学
説
に
よ
っ
て

傳
貰
金
は
日
本
民
法
の
保
証
金
と
同
一
の
法
理
に
、
ま
た
傳
貰
制
度

は
一
種
の
賃
貸
借
消
費
寄
託
（
任
置
）
の
結
合
契
約
と
し
て
の
法
理

に
、
そ
し
て
傳
貰
金
の
支
給
は
、
消
費
寄
託
さ
れ
た
傳
貰
金
の
返
還

を
確
保
す
る
目
的
で
、
家
屋
の
借
主
は
傳
貰
目
的
物
の
う
え
に
抵
当

権
を
取
得
で
き
る
と
す
る
法
理
が
構
成
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て

傳
貰
慣
習
は
、
日
本
民
法
の
家
屋
賃
貸
借
と
同
一
化
し
、
そ
の
固
有

性
が
失
わ
れ
た
。
以
上
同
研
究
で
は
、
「
占
有
質
と
し
て
の
家
舎
典

當
1
1
傳
貰
1
1
不
動
産
質
権
」
で
あ
っ
た
傳
貰
慣
習
は
、
「
占
有
質
と

し
て
の
家
舎
典
當
1
1
傳
貰
1
1
賃
貸
借
＋
消
費
任
置
（
債
権
関
係
）
1
1

（
家
屋
）
賃
貸
借
」
へ
と
変
容
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
傳
貰

慣
習
歪
曲
の
実
相
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
こ
と
が
韓
国

民
法
典
制
定
お
よ
び
改
正
過
程
と
、
そ
の
後
の
「
住
宅
賃
貸
借
保
護

法
」
の
制
定
・
改
正
過
程
に
お
い
て
、
傳
貰
制
度
の
立
法
意
思
・
解

釈
論
の
う
え
に
根
強
く
支
配
し
て
き
た
こ
と
を
批
判
す
る
。

　
　
　
ジ
ヨ
ン
ジ
ユ
ン

　
七
宗
中
慣
習
に
関
す
る
研
究

　
鄭
肯
植
「
宗
中
財
産
到
法
的
問
題
－
朝
鮮
高
等
法
院
判
決
。
百
中

心
。
豆
」
（
『
法
制
研
究
』
第
四
号
、
韓
国
法
制
研
究
院
、
一
九
九
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　

年
六
月
）
が
あ
る
。
こ
ん
に
ち
韓
国
で
、
親
族
会
で
あ
る
宗
中
（
奢

奇
）
に
関
連
し
た
法
律
問
題
は
主
に
宗
中
財
産
を
め
ぐ
る
紛
争
で
あ

る
が
、
そ
れ
ら
を
統
一
的
に
規
律
す
る
法
規
定
が
存
在
せ
ず
、
必
要

に
応
じ
て
民
法
・
民
事
訴
訟
法
・
会
社
法
な
ど
の
規
定
を
類
推
適
用

し
、
ま
た
は
慣
習
法
に
よ
る
個
別
的
・
断
片
的
解
決
を
し
て
き
た
こ

と
か
ら
、
宗
中
に
関
し
て
は
判
例
法
体
系
を
形
成
し
て
い
る
と
さ
れ

る
。
戦
後
の
韓
国
で
は
そ
う
し
た
宗
中
に
関
す
る
多
く
の
研
究
が
行

わ
れ
、
朝
鮮
総
督
府
の
回
答
・
高
等
法
院
判
決
か
ら
韓
国
大
法
院

（
最
高
裁
判
所
）
に
至
る
ま
で
の
判
例
を
集
大
成
し
た
研
究
を
含
め
、

宗
中
の
法
人
格
認
定
の
可
否
如
何
、
宗
中
に
法
的
根
拠
を
与
え
る
必

要
性
の
主
張
、
宗
中
財
産
関
連
の
登
記
制
度
改
善
の
必
要
性
、
統
監

府
・
朝
鮮
総
督
府
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
宗
中
の
「
自
然
発
生
的
団

体
論
」
に
対
す
る
批
判
、
宗
中
財
産
保
護
の
た
め
の
特
別
法
制
定
を

主
張
し
た
研
究
の
ほ
か
、
人
類
学
と
法
学
の
分
野
に
お
け
る
宗
中
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
リ
　

実
態
調
査
が
行
わ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、
宗
中
に
関
す
る
判
例
法

形
成
の
基
礎
を
な
し
た
の
は
、
高
等
法
院
判
決
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

高
等
法
院
と
朝
鮮
総
督
府
の
各
種
回
答
な
ど
を
中
心
に
、
宗
中
の
意

義
・
所
有
関
係
・
権
利
者
・
処
分
問
題
を
め
ぐ
る
対
応
を
分
析
し
、

こ
ん
に
ち
韓
国
の
大
法
院
判
決
の
歴
史
性
を
究
明
し
て
い
る
の
が
、

同
研
究
で
あ
る
。

　
宗
中
は
、
『
慣
習
調
査
報
告
書
』
に
よ
っ
て
組
合
の
一
種
で
あ
る

親
族
会
と
し
て
把
握
さ
れ
、
一
九
二
一
年
の
中
枢
院
「
旧
慣
及
制
度

調
査
委
員
会
」
の
決
議
に
お
い
て
も
そ
う
し
た
見
方
が
維
持
さ
れ
、

一
九
二
二
年
の
第
二
次
「
朝
鮮
民
事
令
」
の
改
正
に
よ
っ
て
親
族
会
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に
関
す
る
日
本
民
法
が
依
用
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
九
三
九
年
に
は

野
村
調
太
郎
（
朝
鮮
総
督
府
中
枢
院
『
朝
鮮
祭
祀
相
続
法
序
説
』
、

一
九
三
九
年
刊
）
に
よ
っ
て
宗
中
の
「
自
然
発
生
的
団
体
説
」
が
出

現
し
た
。
以
来
、
こ
の
説
が
総
督
府
の
一
貫
し
た
宗
中
に
関
す
る
通

説
と
な
っ
た
。
鄭
は
、
宗
中
は
本
来
、
そ
の
設
立
行
為
を
示
し
た

「
宗
約
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
個
人
は
出
生
と
同
時
に
宗
中
構
成

員
に
な
る
蓋
然
性
を
有
す
る
の
み
で
あ
り
、
そ
の
団
体
は
宗
中
員
個

人
の
意
思
に
基
づ
く
結
成
意
思
と
行
為
（
宗
係
の
設
立
な
ど
）
を
も

っ
て
成
立
す
る
人
為
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
「
自
然
発
生
的
団
体

説
」
の
導
入
に
よ
っ
て
元
来
の
性
質
と
は
異
な
っ
て
き
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
説
を
踏
襲
し
、
何
ら
設
立
行

為
が
な
く
て
も
二
人
以
上
の
子
孫
の
い
る
者
が
死
亡
す
れ
ば
、
そ
の

死
亡
と
同
時
に
彼
を
始
祖
と
す
る
宗
中
が
成
立
す
る
と
見
て
い
る
、

こ
ん
に
ち
の
韓
国
大
法
院
判
決
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。

　
宗
中
財
産
の
所
有
形
態
に
つ
い
て
は
、
一
九
一
〇
年
代
の
高
等
法

院
判
決
は
そ
の
特
殊
性
を
考
慮
せ
ず
に
日
本
民
法
に
従
っ
て
共
有
と

見
た
が
、
そ
の
後
学
説
の
変
遷
に
基
づ
い
て
一
九
二
一
年
に
は
共
有

を
否
定
し
て
合
有
と
す
る
政
務
総
監
の
回
答
が
出
る
と
、
高
等
法
院

判
決
も
合
有
の
方
に
変
わ
っ
て
以
来
、
総
督
府
は
一
貫
し
て
日
本
民

法
の
共
有
と
は
異
な
り
、
持
分
の
概
念
を
認
め
な
い
合
有
と
す
る
見

方
を
取
っ
て
い
た
。
現
行
韓
国
民
法
で
は
、
共
同
所
有
を
共
有
・
合

有
・
総
有
と
三
分
し
て
お
り
、
民
法
制
定
以
前
の
韓
国
大
法
院
判
決

は
合
有
と
し
て
、
民
法
施
行
以
後
は
総
有
と
み
な
し
て
以
来
、
そ
れ

に
対
す
る
異
説
は
な
く
、
さ
ら
に
学
説
も
ま
た
宗
中
を
所
有
形
態
が

総
有
で
あ
る
権
利
能
力
の
な
い
団
体
の
典
型
と
し
て
見
て
い
る
と
す

る
。
宗
中
の
法
的
性
格
を
規
定
し
て
い
た
宗
中
の
成
立
・
所
有
形
態
・

代
表
者
・
財
産
処
分
権
な
ど
に
関
す
る
植
民
地
時
代
の
判
決
を
そ
の

ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
、
韓
国
大
法
院
の
歴
史
性
に
対
す
る
考
慮
の
欠

　
　
　
　
　
　
め
　

如
を
指
摘
す
る
。

　
八
　
婚
姻
・
離
婚
・
養
子
縁
組
に
関
す
る
研
究

　
前
掲
①
李
昇
一
「
d
己
刈
刈
州
親
族
慣
習
釧
里
糾
舛
朝
鮮
民
事

令
改
正
州
毛
聾
唱
辛
ー
王
祖
剋
母
碧
刈
＝
玉
刈
二
斗
川
恕
吐
。
冒

ス
τ
刃
ロ
。
一
皇
」
が
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
朝
鮮
の
慣
習
法
関
連
の
先
行
研
究
に
お
け
る
韓
国
法

史
学
界
の
見
解
は
、
統
監
府
と
朝
鮮
総
督
府
お
よ
び
日
本
政
府
に
よ

る
同
一
の
慣
習
政
策
の
も
と
、
慣
習
調
査
の
段
階
と
、
そ
の
後
の
慣

習
法
規
範
の
宣
明
・
定
立
の
過
程
、
慣
習
の
成
文
法
化
過
程
で
、
従

来
の
朝
鮮
慣
習
は
日
本
民
法
に
合
わ
せ
る
形
で
変
形
・
無
視
・
修
正
・

歪
曲
さ
れ
た
と
す
る
点
で
、
概
ね
一
致
し
て
い
る
。
そ
れ
に
較
べ
、

一
九
世
紀
末
・
二
〇
世
紀
初
頭
の
朝
鮮
社
会
の
変
化
は
人
々
の
意
識

を
変
え
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
慣
習
も
変
化
し
て
い
た
と
す
る

研
究
が
、
同
研
究
と
つ
ぎ
の
次
養
子
慣
習
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
統
監
府
時
代
の
慣
習
調
査
事
業
で
把
握
さ
れ
た
従
来
の

慣
習
は
旧
慣
習
と
し
て
、
そ
の
後
の
変
化
し
た
慣
習
は
新
慣
習
と
す

る
仮
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
概
念
を
用
い
て

慣
習
の
自
生
的
・
内
発
的
変
化
と
い
う
慣
習
自
ら
が
変
わ
っ
て
い
っ

た
過
程
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
裁
判
（
司
法
）
・
地
方
官
庁
（
行
政
）
・
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朝
鮮
総
督
府
（
立
法
陛
慣
習
法
規
範
の
定
立
）
の
側
の
態
度
を
具
体

的
な
資
料
を
通
じ
て
分
析
し
、
慣
習
法
の
宣
明
・
定
立
過
程
か
ら

「
朝
鮮
民
事
令
」
第
一
一
条
の
改
正
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
実
証
し

て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
韓
国
親
族
・
相
続
に
関
す
る
慣
習
の
成
文
法

化
過
程
に
つ
い
て
は
、
①
慣
習
調
査
の
段
階
、
②
「
朝
鮮
民
事
令
」

第
一
一
条
規
定
に
基
づ
く
慣
習
法
規
範
の
定
立
過
程
、
③
同
令
第
一

一
条
の
改
正
過
程
に
お
け
る
日
本
民
法
の
依
用
が
、
慣
習
の
恣
意
的

な
「
変
更
」
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
慣
習
の
自
生
的
な
「
変
化
」
で

あ
る
か
が
問
題
の
焦
点
と
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
李
の
諸
説
を
概
観

す
る
。

　
慣
習
調
査
結
果
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
婚
姻
年
齢
に
関
す
る
慣
習

の
実
体
は
、
朝
鮮
で
は
日
本
民
法
上
の
未
成
年
者
同
士
に
よ
る
早
婚

慣
習
が
一
般
的
で
あ
り
、
朝
鮮
総
督
府
が
婚
姻
要
件
の
な
か
で
最
も

敏
感
に
反
応
し
た
慣
習
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
総
督
府
時
代
に
早
婚
慣
習

を
認
め
、
そ
の
慣
習
が
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
一
九

＝
年
の
高
等
法
院
判
決
と
一
九
二
一
年
の
中
枢
院
の
「
旧
慣
及
制

度
調
査
委
員
会
」
の
決
議
に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

一
九
二
一
年
の
末
に
は
中
枢
院
会
議
に
お
い
て
、
以
前
の
よ
う
に
早

婚
慣
習
を
認
め
て
い
た
の
と
は
異
な
り
、
朱
成
年
者
の
婚
姻
は
「
民

籍
」
（
戸
籍
）
上
の
登
載
を
拒
否
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
早
婚
慣
習

の
変
化
が
公
式
表
明
さ
れ
た
。
こ
の
表
明
は
、
一
九
一
五
年
の
官
通

牒
第
二
四
〇
号
に
、
「
民
籍
」
記
載
上
の
事
務
手
続
規
定
と
し
て

「
男
一
七
歳
未
満
、
女
一
五
歳
未
満
の
者
の
婚
姻
届
出
は
受
理
し
な

い
こ
と
」
と
し
た
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
以
上

の
よ
う
に
法
院
（
裁
判
所
）
で
認
め
た
婚
姻
を
、
「
民
籍
」
上
で
は

婚
姻
届
出
の
不
受
理
と
し
た
結
果
、
婚
姻
年
齢
未
達
者
間
の
婚
姻
に

よ
っ
て
生
ま
れ
た
子
供
の
身
分
関
係
が
不
明
確
に
な
る
と
い
う
問
題

が
生
じ
た
。
そ
の
解
決
方
法
と
し
て
総
督
府
法
務
局
が
出
し
た
案
は
、

日
本
民
法
で
は
夫
婦
以
外
の
私
通
に
よ
る
子
を
夫
が
認
め
た
場
合
に

適
用
さ
れ
る
、
庶
子
と
し
て
取
扱
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
法
院
の
判
決
と
「
民
籍
」
上
の
取
扱
い
の
不
一
致
を
解
消
す
る

た
め
、
つ
い
に
一
九
二
三
年
に
「
朝
鮮
戸
籍
令
」
の
公
布
と
「
朝
鮮

民
事
令
」
第
一
一
条
の
第
二
次
改
正
が
行
わ
れ
た
。
そ
こ
で
は
慣
習

の
自
生
的
な
変
化
が
作
用
し
て
い
た
こ
と
と
し
て
、
一
九
一
〇
年
代

と
一
九
二
〇
年
代
の
法
定
婚
姻
年
齢
で
あ
る
一
五
歳
未
満
の
婚
姻
者

が
三
分
の
一
に
減
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
統
計
を
通
じ
て
実
証
さ
れ

て
い
る
。

　
以
上
の
婚
姻
年
齢
に
関
す
る
慣
習
の
変
化
と
、
「
朝
鮮
民
事
令
」

第
一
一
条
の
第
二
次
改
正
に
よ
る
日
本
民
法
の
依
用
、
つ
ま
り
慣
習

の
法
認
化
に
つ
い
て
著
者
は
、
朝
鮮
総
督
府
が
意
図
的
に
朝
鮮
の
慣

習
を
日
本
民
法
に
近
づ
け
る
形
で
歪
曲
し
た
と
す
る
見
方
を
退
け
、

む
し
ろ
総
督
府
は
円
滑
な
朝
鮮
支
配
の
た
め
に
朝
鮮
に
関
す
る
客
観

的
な
研
究
調
査
の
必
要
性
か
ら
、
前
述
官
通
牒
第
二
四
〇
号
で
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
早
婚
に
対
す
る
相
当
な
拒
否
感
を
持
ち
な
が
ら
も
、

そ
こ
に
直
接
的
な
制
裁
を
加
え
る
の
で
は
な
く
、
子
を
通
し
て
間
接

的
に
制
裁
を
加
え
て
い
た
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
朝
鮮
の
旧
慣
を

法
的
に
否
定
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
り
、
朝
鮮
の
新
慣
習
を
媒
介

に
日
本
民
法
を
適
用
し
て
い
た
と
把
握
す
る
。
婚
姻
年
齢
に
関
す
る
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以
上
の
慣
習
の
変
化
過
程
と
同
じ
方
法
で
、
協
議
離
婚
と
裁
判
上
の

離
婚
、
庶
子
が
い
る
場
合
の
養
子
縁
組
、
協
議
離
縁
、
裁
判
上
の
離

縁
に
関
す
る
慣
習
の
変
化
過
程
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、

旧
慣
習
で
は
厳
禁
さ
れ
て
い
た
協
議
離
婚
が
、
一
九
〇
五
年
に
慣
行

と
し
て
成
立
し
、
一
九
一
五
年
に
は
慣
習
法
規
範
と
し
て
認
め
ら
れ

た
。
裁
判
上
の
離
婚
は
、
こ
れ
も
従
来
の
慣
習
に
は
な
か
っ
た
が
、

一
九
〇
九
年
に
確
定
判
決
を
受
け
て
以
来
、
一
九
一
〇
年
に
は
慣
習

法
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
慣
行
上
に
守
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た

庶
子
が
い
る
場
合
の
養
子
縁
組
の
不
可
事
項
に
つ
い
て
は
、
一
九
一

七
年
に
慣
習
法
と
し
て
成
立
を
み
た
。
従
来
養
親
の
一
方
的
な
離
縁

宣
告
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
っ
た
養
子
離
縁
事
項
は
、
養
子
側
か

ら
も
離
縁
で
き
る
協
議
離
縁
の
慣
習
法
と
し
て
一
九
一
五
年
に
成
立

し
た
。
そ
し
て
、
裁
判
上
の
離
縁
事
項
は
一
九
二
二
年
に
慣
習
法
と

し
て
成
立
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
一
九

一
二
年
の
「
朝
鮮
民
事
令
」
の
公
布
・
施
行
以
後
の
一
〇
年
間
は
、

親
族
関
連
慣
習
が
旧
慣
習
を
脱
皮
し
、
新
慣
習
へ
と
変
化
し
て
い
く

過
程
で
あ
り
、
そ
の
変
化
は
一
九
二
二
年
一
二
月
に
「
朝
鮮
民
事
令
」

第
一
一
条
の
第
二
次
改
正
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

「
朝
鮮
民
事
令
」
第
＝
条
の
第
二
次
改
正
は
慣
習
の
変
化
が
導
き

出
し
た
法
律
の
変
化
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
著
者
は
、
「
朝
鮮
民
事

令
」
第
一
一
条
の
改
正
に
、
慣
習
の
自
生
的
な
変
化
が
作
用
し
て
い

た
こ
と
を
実
証
し
た
の
で
あ
る
。

九

チ
ヤ
ヤ
ン
ザ

次
養
子
に
関
す
る
研
究

　
前
掲
②
李
昇
一
「
刈
「
電
勾
王
母
斜
斗
等
叫
唱
干
ー
法
的
地
位
釧

変
化
号
吾
翌
。
豆
」
は
、
次
養
子
制
度
の
変
化
を
通
じ
て
、
朝
鮮

従
来
の
慣
習
の
歴
史
的
変
動
を
考
察
し
た
。
次
養
子
と
は
、
既
婚
の

男
子
が
子
な
く
死
亡
し
た
場
合
に
そ
の
男
子
と
同
列
の
男
子
（
主
に

兄
弟
）
が
養
子
と
な
り
、
そ
の
養
子
に
男
の
子
が
生
ま
れ
る
と
、
そ

の
子
に
養
子
の
座
を
譲
り
、
養
家
を
離
れ
て
元
の
家
に
復
帰
す
る
慣

習
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
次
養
子
は
戸
主
お
よ
び
財
産
の
一
次
的
相

続
権
を
有
し
、
摂
行
（
代
行
）
と
し
て
の
祭
祀
相
続
を
行
う
の
み
で

あ
っ
た
。
し
か
し
一
九
二
〇
年
代
に
入
る
と
次
養
子
の
選
定
要
件
と

法
的
地
位
を
め
ぐ
る
対
立
か
ら
、
法
的
紛
争
が
惹
起
し
は
じ
め
た
が
、

一
九
二
八
年
に
高
等
法
院
が
次
養
子
の
戸
主
相
続
と
財
産
相
続
に
お

け
る
一
時
的
権
利
を
終
局
的
な
権
利
で
あ
る
と
判
決
し
た
こ
と
に
よ

り
、
次
養
子
は
こ
の
二
つ
の
権
利
に
お
い
て
普
通
養
子
と
同
じ
法
的

地
位
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
。
ま
た
、
朝
鮮
総
督
府
は
そ
う
し
た
単

な
る
慣
習
変
化
の
、
判
決
へ
の
反
映
の
み
な
ら
ず
、
慣
習
法
規
範
の

定
立
に
対
す
る
能
動
的
な
慣
習
変
更
に
も
参
与
し
、
一
九
三
〇
年
代

に
総
督
府
は
慣
習
上
の
三
つ
の
相
続
対
象
か
ら
日
本
に
存
在
し
な
い

祭
祀
相
続
を
除
き
、
戸
主
相
続
と
財
産
相
続
の
み
を
法
的
保
護
の
実

体
と
し
て
認
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
に
祭
祀
相
続
に
お
い

て
は
権
利
が
な
か
っ
た
次
養
子
が
、
結
果
と
し
て
普
通
養
子
と
全
く

同
じ
法
的
地
位
に
な
る
に
至
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
次
養
子
慣
習
の

法
認
化
過
程
に
は
、
慣
習
の
自
生
的
な
「
変
化
」
と
朝
鮮
総
督
府
に

よ
る
恣
意
的
な
「
変
更
」
の
相
関
関
係
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
実

証
さ
れ
て
い
る
。
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二

親
族
・
相
続
慣
習
の
成
文
法
化
過
程
に
関
す
る

最
近
の
研
究
－
書
評
を
か
ね
て

　
こ
こ
で
は
、
韓
国
で
の
親
族
・
相
続
慣
習
の
成
文
法
化
過
程
に
関

す
る
最
新
の
研
究
動
向
と
し
て
、
前
掲
③
李
昇
一
『
朝
鮮
総
督
府
到

法
制
政
策
剛
朔
魁
研
究
－
王
組
剋
朴
壱
刈
一
一
王
「
慣
習
」
斜

成
文
法
化
暑
ス
τ
刈
・
。
一
三
』
の
書
評
を
か
ね
て
紹
介
す
る
こ
と
に
す

る
。　

　
1

　
先
述
し
た
一
連
の
研
究
を
振
り
返
っ
て
著
者
は
、
そ
こ
で
の
問
題

関
心
は
、
朝
鮮
社
会
の
伝
統
的
要
素
が
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
ど
の
よ

う
に
反
応
し
、
そ
の
衝
撃
を
朝
鮮
社
会
と
朝
鮮
総
督
府
が
ど
の
よ
う

に
吸
収
・
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
か
を
主
軸
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
と
す
る
。
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
法
制
の
場
合
、
朝
鮮
社
会

の
状
態
を
保
守
的
に
反
映
し
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
植
民
地
政
策
的

な
見
地
か
ら
韓
国
社
会
を
積
極
的
に
変
化
さ
せ
る
役
割
も
同
時
に
担

っ
て
い
た
側
面
が
あ
り
、
そ
う
し
た
事
実
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
っ

た
と
す
る
。
し
か
し
、
以
前
の
研
究
に
お
い
て
は
、
問
題
関
心
の
実

証
的
な
次
元
に
お
け
る
一
部
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、

そ
れ
ら
を
朝
鮮
総
督
府
の
民
事
法
関
連
政
策
と
い
う
構
図
の
な
か
で

把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
朝
鮮
総
督
府
の

慣
習
法
政
策
が
ど
の
よ
う
な
契
機
に
よ
り
、
そ
れ
ら
を
修
正
し
て
い

た
か
に
つ
い
て
、
朝
鮮
慣
習
の
内
在
的
変
化
と
植
民
地
法
制
政
策
と

い
う
二
つ
の
原
理
の
な
か
で
分
析
す
る
こ
と
が
、
充
分
に
で
き
な
か

っ
た
と
述
べ
る
（
同
書
＝
二
～
一
四
頁
）
。
そ
し
て
李
は
、
論
説
の

課
題
を
以
下
の
二
点
と
す
る
。
e
朝
鮮
慣
習
と
日
本
民
法
と
の
矛
盾

お
よ
び
葛
藤
関
係
が
植
民
地
法
制
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
た
か
、

◎
朝
鮮
総
督
府
は
ど
の
よ
う
な
方
向
で
そ
う
し
た
矛
盾
お
よ
び
葛
藤

関
係
を
解
消
し
て
い
っ
た
か
。
分
析
対
象
と
な
る
の
は
、
「
朝
鮮
民

事
令
」
を
形
成
し
て
い
た
原
理
お
よ
び
構
造
と
、
同
令
第
一
一
条
で

日
本
民
法
の
適
用
外
と
さ
れ
た
朝
鮮
の
親
族
・
相
続
慣
習
に
対
す
る

朝
鮮
総
督
府
の
法
制
化
の
方
向
、
で
あ
る
。

　
　
H

　
こ
の
論
説
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

序
章

　
一
　
研
究
史
的
検
討
と
問
題
提
起

　
二
　
研
究
方
法
と
研
究
資
料

第
二
章
　
植
民
地
初
期
日
本
の
朝
鮮
法
制
政
策
と
「
朝
鮮
民
事
令
」

　
一
　
統
監
府
の
司
法
制
度
整
備
と
韓
国
法
典
編
纂
事
業

　
　
1
統
監
府
主
導
の
司
法
制
度
整
備
、
2
韓
国
法
典
編
纂
構
想
と

　
　
慣
習
調
査
事
業

　
二
　
朝
鮮
総
督
府
の
法
制
政
策
と
朝
鮮
型
民
事
法
体
制
の
確
立

　
　
1
韓
国
併
合
期
に
お
け
る
日
本
政
府
の
植
民
地
法
制
構
想
と
朝

　
　
鮮
人
政
策
、
2
韓
国
併
合
と
植
民
地
法
制
の
確
立
、
3
朝
鮮
型

　
　
民
事
法
体
制
の
成
立
と
「
朝
鮮
民
事
令
」

　
三
　
「
朝
鮮
民
事
令
」
第
一
一
条
「
慣
習
」
の
法
認
と
慣
習
調
査

　
　
　
事
業

　
　
1
「
朝
鮮
民
事
令
」
第
一
一
条
慣
習
の
意
味
と
法
認
化
方
式
、
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2
朝
鮮
総
督
府
の
慣
習
調
査
事
業
、
3
旧
慣
審
査
委
員
会
と
旧

　
　
慣
及
制
度
調
査
委
員
会
の
慣
習
法
決
議

第
三
章
　
朝
鮮
総
督
府
の
慣
習
成
文
化
政
策
と
「
朝
鮮
民
事
令
」
第

　
　
　
　
一
一
条
の
改
正

　
一
　
日
本
植
民
地
法
制
体
制
の
変
動

　
　
1
「
共
通
法
」
成
立
以
前
の
親
族
問
題
、
2
「
共
通
法
」
の
内
容

　
　
と
植
民
地
法
制
上
の
意
味

　
二
　
朝
鮮
総
督
府
主
導
の
慣
習
成
文
化
と
日
本
民
法
主
義

　
　
1
朝
鮮
総
督
府
主
導
の
慣
習
成
文
化
方
針
、
2
朝
鮮
慣
習
成
文

　
　
化
の
挫
折
と
日
本
民
法
へ
の
成
文
化
、
3
朝
鮮
総
督
府
令
第
九

　
　
九
号
と
自
制
さ
せ
ら
れ
た
民
法
主
義

　
三
　
一
九
一
〇
年
代
の
法
制
政
策
と
「
朝
鮮
民
事
令
」
第
一
一
条

　
　
　
改
正
案

　
　
1
一
九
一
〇
年
代
朝
鮮
総
督
府
の
法
制
政
策
と
慣
習
法
、
2
一

　
　
九
二
一
年
の
「
朝
鮮
民
事
令
」
第
一
一
条
改
正
案
、
3
一
九
二

　
　
二
年
の
「
朝
鮮
民
事
令
」
第
＝
条
改
正
案

　
四
　
「
朝
鮮
戸
籍
令
」
の
制
定
と
「
家
」
制
度
の
創
設

　
　
1
「
朝
鮮
戸
籍
令
」
と
「
朝
鮮
民
事
令
」
第
一
一
条
改
正
案
、

　
　
2
「
朝
鮮
戸
籍
令
」
の
制
度
的
特
徴
、
3
日
本
式
「
家
」
制
度

　
　
の
導
入
と
植
民
地
慣
習
法

第
四
章
　
朝
鮮
総
督
府
の
親
族
・
相
続
慣
習
の
法
典
化
政
策
と
法
制

　
　
　
　
一
元
化

　
一
　
一
九
三
〇
年
代
朝
鮮
総
督
府
の
慣
習
成
文
化
政
策

　
　
1
一
九
二
〇
年
代
の
親
族
・
相
続
法
改
正
議
論
、
2
一
九
三
〇

　
　
年
代
の
親
族
・
相
続
法
改
正
議
論
、
3
一
九
三
九
年
の
「
朝
鮮

　
　
民
事
令
」
第
一
一
条
改
正
案

　
二
　
南
次
郎
総
督
の
法
制
政
策
と
朝
鮮
親
族
令
・
朝
鮮
相
続
令
の

　
　
　
構
想

　
　
1
南
次
郎
総
督
の
植
民
政
策
と
内
鮮
一
体
論
、
2
朝
鮮
親
族
令
・

　
　
朝
鮮
相
続
令
の
推
進
と
法
制
一
元
化

　
三
　
内
外
地
行
政
一
元
化
と
朝
鮮
総
督
府
の
特
殊
立
法

　
　
1
小
磯
国
昭
総
督
の
朝
鮮
統
治
方
針
と
内
地
延
長
主
義
と
し
て

　
　
の
朝
鮮
、
2
朝
鮮
人
の
参
政
権
問
題
と
朝
鮮
総
督
の
立
法
権
問

　
　
題

　
四
　
日
本
本
国
政
府
の
法
域
統
合
化
政
策

　
　
1
村
山
私
案
の
朝
鮮
支
配
案
、
2
朝
鮮
人
の
一
般
処
遇
改
善
と

　
　
移
籍
問
題
、
3
朝
鮮
人
の
帝
国
議
会
参
加
と
朝
鮮
法
域
・
制
令

　
　
権
撤
廃
案

第
五
章
　
結
論

　
　
皿

　
ま
ず
各
章
の
内
容
を
概
観
す
る
こ
と
に
す
る
。
「
第
二
章
　
植
民

地
初
期
日
本
の
朝
鮮
法
制
政
策
と
『
朝
鮮
民
事
令
』
」
は
、
統
監
府

時
代
に
推
進
し
た
慣
習
調
査
事
業
と
「
朝
鮮
民
事
令
」
の
関
連
性
、

朝
鮮
を
規
律
す
る
統
一
的
な
民
事
法
制
が
い
か
な
る
原
理
で
形
成
さ

れ
て
い
た
か
、
植
民
地
慣
習
法
が
い
か
な
る
過
程
を
経
て
成
立
し
て

い
た
か
、
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
統
監
府
の
韓
国
法
典
編
纂
の
基
本

原
則
で
あ
っ
た
朝
鮮
人
相
互
間
の
民
事
事
件
に
対
し
て
は
朝
鮮
の
慣

習
を
適
用
す
る
と
い
う
原
則
を
承
継
し
た
朝
鮮
総
督
府
は
、
一
九
一
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○
年
に
「
朝
鮮
民
事
令
案
」
を
立
案
し
た
が
、
日
本
政
府
（
内
閣
法

制
局
）
の
審
議
を
経
ず
廃
案
と
な
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
日
本
政
府

が
当
時
植
民
地
法
制
で
あ
っ
た
台
湾
型
民
事
体
制
の
よ
う
な
、
朝
鮮

人
に
対
す
る
朝
鮮
慣
習
の
適
用
を
原
則
と
す
る
民
事
体
制
を
、
そ
れ

以
上
維
持
し
な
い
と
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
一
九
一
〇
年
か
ら
一
九

一
二
年
ま
で
朝
鮮
総
督
府
と
日
本
政
府
の
協
議
を
経
て
一
九
一
二
年

に
公
布
さ
れ
た
の
が
、
日
本
民
法
の
依
用
を
原
則
と
す
る
「
朝
鮮
民

事
令
」
で
あ
っ
た
。
日
本
法
適
用
の
例
外
と
し
て
同
令
第
一
一
条
に
、

朝
鮮
人
の
能
力
・
親
族
・
相
続
・
不
動
産
物
権
に
つ
い
て
は
朝
鮮
慣

習
を
認
め
る
と
し
た
が
、
成
文
形
式
で
は
な
く
慣
習
法
形
式
で
あ
っ

た
た
め
、
一
九
↓
○
年
代
の
総
督
府
は
朝
鮮
慣
習
を
法
認
し
つ
つ
、

新
し
い
法
制
政
策
を
模
索
し
は
じ
め
た
。
こ
の
よ
う
に
「
朝
鮮
民
事

令
」
は
「
日
本
民
法
主
義
－
朝
鮮
旧
慣
主
義
」
「
成
文
法
－
慣
習
法
」

と
い
う
重
層
的
矛
盾
構
造
を
有
し
て
お
り
、
植
民
地
法
制
を
め
ぐ
っ

て
朝
鮮
総
督
府
と
日
本
政
府
と
の
間
の
葛
藤
と
、
総
督
府
の
同
令
体

制
を
脱
皮
し
よ
う
と
す
る
動
き
を
内
在
化
し
て
い
た
。
総
督
府
は
、

慣
習
の
自
生
的
変
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
新
慣
習
と
旧
慣
習
の
関
係
に

お
い
て
は
、
新
慣
習
に
法
的
効
力
を
付
与
し
て
受
容
し
、
ま
た
一
九

一
五
年
の
「
民
籍
法
」
改
正
を
め
ぐ
る
論
争
を
き
っ
か
け
に
、
既
存

慣
習
に
対
す
る
「
法
認
化
政
策
」
か
ら
特
殊
立
法
を
制
定
す
る
「
成

文
法
化
政
策
」
へ
と
移
行
し
は
じ
あ
た
。

　
「
第
三
章
　
朝
鮮
総
督
府
の
慣
習
成
文
化
政
策
と
「
朝
鮮
民
事
令
」

第
＝
条
の
改
正
」
で
は
、
一
九
＝
一
年
の
「
朝
鮮
民
事
令
」
体
制

の
変
化
が
模
索
さ
れ
る
契
機
お
よ
び
過
程
に
つ
い
て
、
「
日
本
民
法

主
義
－
朝
鮮
旧
慣
主
義
」
「
成
文
法
－
慣
習
法
」
の
構
図
が
変
化
す

る
き
っ
か
け
、
朝
鮮
総
督
府
の
一
九
一
〇
年
代
、
一
九
二
〇
年
代
に

お
け
る
植
民
地
慣
習
法
政
策
の
性
格
、
同
令
第
一
一
条
改
正
と
「
朝

鮮
戸
籍
令
」
と
の
関
係
、
を
通
じ
て
分
析
が
行
わ
れ
る
。
総
督
府
の

成
文
法
化
計
画
は
、
異
法
域
間
の
共
通
性
を
確
保
す
る
目
的
で
一
九

一
八
年
に
公
布
さ
れ
た
「
共
通
法
」
の
施
行
を
き
っ
か
け
に
、
親
族
・

相
続
の
領
域
で
内
鮮
人
間
の
親
族
関
係
の
共
通
性
を
確
保
し
、
婚
姻
・

養
子
縁
組
を
法
的
に
承
認
す
る
必
要
性
か
ら
、
現
実
化
し
た
。
「
共

通
法
」
実
施
に
と
も
な
う
後
続
法
制
は
民
籍
制
度
を
改
正
す
る
こ
と

で
十
分
に
可
能
で
あ
っ
た
が
、
総
督
府
は
「
朝
鮮
民
事
令
」
の
改
正

と
新
し
い
戸
籍
法
規
を
制
定
す
る
こ
と
で
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

同
年
に
「
朝
鮮
民
事
令
及
民
籍
調
査
委
員
会
」
を
設
置
し
、
一
九
二

一
年
一
月
に
は
内
鮮
通
婚
を
法
的
に
承
認
す
る
た
め
の
朝
鮮
人
の
婚

姻
成
立
要
件
に
関
す
る
制
令
案
を
作
成
し
た
。
こ
の
案
は
、
朝
鮮
慣

習
を
成
文
化
し
た
朝
鮮
特
有
の
成
文
法
令
で
あ
り
、
「
朝
鮮
民
事
令
」

の
「
日
本
民
法
主
義
ー
朝
鮮
慣
習
主
義
」
体
制
か
ら
脱
皮
し
て
「
朝

鮮
成
文
法
令
」
体
制
へ
の
移
行
を
は
か
っ
て
い
た
。
総
督
府
は
、
こ

の
案
を
基
礎
と
し
て
、
実
体
法
規
（
親
族
法
）
の
制
定
か
ら
手
続
法

規
（
戸
籍
法
）
の
制
定
と
い
う
順
に
立
法
を
進
め
よ
う
と
し
た
が
、

内
閣
法
制
局
の
反
対
に
直
面
し
、
挫
折
し
た
。
「
共
通
法
」
第
三
条

を
一
九
二
一
年
七
月
か
ら
施
行
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
内
閣
法
制
局

の
圧
力
が
あ
り
、
総
督
府
は
立
法
計
画
を
臨
時
的
手
続
法
規
・
実
体

法
規
・
戸
籍
法
規
の
制
定
と
い
う
順
に
変
更
し
、
「
共
通
法
」
第
三

条
に
対
応
し
た
民
籍
法
規
を
優
先
し
て
制
定
せ
ざ
る
を
え
ず
、
同
年
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六
月
に
内
鮮
通
婚
に
関
す
る
府
令
第
九
九
条
を
公
布
し
た
。

　
さ
ら
に
総
督
府
は
、
実
体
法
規
の
内
容
も
変
更
せ
ざ
る
を
え
ず
、

当
初
の
朝
鮮
人
の
婚
姻
成
立
要
件
に
関
す
る
成
文
法
化
構
想
が
、
内

閣
法
制
局
の
親
族
・
相
続
に
お
け
る
「
国
内
法
統
一
主
義
」
の
提
起

に
よ
り
、
一
九
一
七
年
か
ら
日
本
民
法
の
依
用
を
考
慮
し
た
「
能
力
」

関
連
事
項
を
法
制
化
す
る
方
向
で
「
朝
鮮
民
事
令
」
改
正
案
の
内
容

を
変
更
し
た
。
ま
た
、
一
九
二
二
年
の
「
朝
鮮
民
事
令
」
改
正
案
で

も
婚
姻
年
齢
・
裁
判
上
の
離
婚
な
ど
に
対
す
る
日
本
民
法
の
依
用
を

確
定
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
二
一
年
と
一
九
二
二
年
の
第
一
、

第
二
次
改
正
時
の
「
朝
鮮
民
事
令
」
は
、
日
本
民
法
の
依
用
を
宣
言

し
、
内
閣
法
制
局
の
要
求
を
受
容
し
た
も
の
と
な
っ
た
。

　
内
閣
法
制
局
は
朝
鮮
の
親
族
・
相
続
事
項
の
慣
習
法
形
態
と
し
て

の
存
続
に
は
賛
成
で
あ
っ
た
が
、
朝
鮮
特
殊
慣
習
の
成
文
法
化
に
は

反
対
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
朝
鮮
の
親
族
・
相
続
事
項
の
慣
習
お
よ

び
旧
慣
主
義
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
日
本
政
府
の
朝
鮮

統
治
方
式
で
あ
っ
た
朝
鮮
総
督
に
よ
る
代
理
統
治
を
法
的
に
否
定
す

る
こ
と
に
つ
な
が
る
「
全
面
的
な
法
制
↓
元
化
」
で
も
な
く
、
専
ら

日
本
民
法
以
外
の
成
文
法
典
を
許
容
し
な
い
と
す
る
「
消
極
的
な
法

制
一
元
化
」
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
内
閣
法
制
局
は
、
日
本

法
令
体
制
に
影
響
を
与
え
る
特
殊
立
法
に
よ
る
　
九
一
二
年
の
「
朝

鮮
民
事
令
」
体
制
の
変
化
に
は
否
定
的
で
あ
り
、
そ
の
体
制
を
維
持

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
総
督
府
は
外
形
上
に
は
内
閣

法
制
局
に
同
調
し
な
が
ら
、
同
令
第
一
一
条
の
改
正
範
囲
を
縮
小
し
、

む
し
ろ
慣
習
法
体
制
を
広
範
囲
に
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
民

法
の
依
用
に
制
限
を
加
え
た
。
以
前
に
台
湾
親
族
令
・
台
湾
相
続
令

の
制
定
を
諦
め
た
台
湾
総
督
府
と
は
、
対
照
的
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
上
記
の
「
朝
鮮
民
事
令
」
第
一
一
条
改
正
は
朝
鮮
人

の
戸
籍
法
規
に
も
影
響
し
、
そ
の
結
果
戸
籍
法
は
日
本
戸
籍
法
を
母

法
と
す
る
朝
鮮
慣
習
の
実
体
法
と
し
て
維
持
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

そ
の
過
程
で
内
閣
法
制
局
の
干
渉
を
回
避
し
て
独
自
の
戸
籍
法
規
を

制
定
す
る
た
め
、
総
督
府
は
内
閣
法
制
局
の
審
議
を
要
す
る
制
令
で

は
な
く
、
府
令
の
形
式
を
取
っ
た
。
し
か
し
、
立
法
事
項
に
関
し
て

は
制
令
で
公
布
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
府
令
形
式
を
決
定

す
る
と
同
時
に
、
戸
籍
法
規
の
↓
部
条
項
を
「
朝
鮮
民
事
令
」
第
一

一
条
に
移
管
さ
せ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
朝
鮮
戸
籍
令
」
は
府
令

と
し
て
公
布
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
「
第
四
章
　
朝
鮮
総
督
府
の
親
族
・
相
続
慣
習
の
法
典
化
政
策
と

法
制
一
元
化
」
で
は
、
一
九
三
九
年
に
お
け
る
第
三
次
「
朝
鮮
民
事

令
」
第
一
一
条
改
正
の
過
程
と
朝
鮮
法
典
化
政
策
へ
の
転
換
過
程
を

考
察
す
る
た
め
、
同
令
第
一
一
条
の
原
則
で
あ
っ
た
旧
慣
主
義
が
一

九
三
〇
年
代
に
日
本
民
法
主
義
に
転
換
し
て
い
く
過
程
と
、
総
督
府

に
よ
る
朝
鮮
親
族
令
・
朝
鮮
相
続
令
の
構
想
に
つ
い
て
分
析
が
行
わ

れ
る
。
ま
た
、
「
消
極
的
な
法
制
一
元
化
」
政
策
を
固
執
し
て
い
た

日
本
政
府
の
「
積
極
的
な
法
域
統
合
化
」
政
策
へ
の
移
行
が
招
い
た
、

朝
鮮
の
立
法
制
度
の
変
化
に
つ
い
て
考
察
が
行
わ
れ
る
。
一
九
一
八

年
「
共
通
法
」
の
実
施
を
き
っ
か
け
に
推
進
し
た
総
督
府
の
韓
国
慣

習
の
成
文
法
化
構
想
は
、
一
九
一
＝
、
一
九
二
二
年
の
第
一
、
第
二

次
「
朝
鮮
民
事
令
」
第
一
一
条
改
正
の
際
に
内
閣
法
制
局
の
「
消
極
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的
な
法
制
一
元
化
」
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
た
こ
と
は
先
に
見
た
と
お

り
だ
が
、
総
督
府
は
そ
の
後
も
同
じ
く
一
九
二
〇
年
代
に
慣
習
を
審

議
す
る
た
め
の
各
種
委
員
会
と
「
司
法
法
規
改
正
調
査
委
員
会
」
を

設
置
し
、
親
族
・
相
続
慣
習
の
成
文
法
化
を
推
進
し
て
い
た
が
、
再

び
実
現
で
き
な
か
っ
た
。
一
九
三
〇
年
代
に
入
る
と
、
日
本
の
親
族

法
・
相
続
法
改
正
を
き
っ
か
け
に
、
総
督
府
は
一
九
三
七
年
に
ま
た

「
司
法
法
規
改
正
調
査
委
員
会
」
を
設
置
し
、
「
朝
鮮
民
事
令
」
第
一

一
条
改
正
を
本
格
的
に
推
進
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
一
九

三
九
年
の
第
三
次
「
朝
鮮
民
事
令
」
改
正
案
で
は
、
総
督
府
法
務
局

お
よ
び
各
級
裁
判
所
所
長
の
意
見
と
、
当
時
戦
時
体
制
下
に
お
け
る

「
内
鮮
一
体
」
の
政
治
的
・
社
会
的
な
動
き
に
よ
り
、
総
督
府
は
以

前
の
朝
鮮
旧
慣
主
義
を
日
本
民
法
主
義
へ
と
修
正
し
、
「
氏
」
制
度

と
「
婿
養
子
」
制
度
を
日
本
民
法
か
ら
導
入
す
る
に
至
っ
た
。
一
九

四
〇
年
代
に
入
る
と
、
「
内
鮮
一
体
」
を
標
榜
し
た
小
磯
国
昭
総
督

の
就
任
と
日
本
政
府
の
「
内
外
地
行
政
一
元
化
」
政
策
に
よ
っ
て
総

督
府
の
立
法
権
は
萎
縮
し
、
ま
た
衆
議
院
選
挙
法
を
通
じ
て
朝
鮮
人

を
帝
国
議
会
に
参
与
さ
せ
、
そ
の
後
に
は
朝
鮮
総
督
の
立
法
権
を
剥

奪
し
よ
う
と
し
た
日
本
政
府
の
意
図
に
よ
っ
て
、
総
督
府
の
立
法
権

は
否
定
さ
れ
る
状
況
に
置
か
れ
て
い
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
総
督
府

の
朝
鮮
親
族
令
・
朝
鮮
相
続
令
と
い
う
単
一
法
は
制
定
さ
れ
る
こ
と

な
く
終
わ
っ
た
。

　
　
W

　
同
研
究
で
は
、
著
者
の
問
題
関
心
に
基
づ
く
「
朝
鮮
民
事
令
」
第

＝
条
の
形
成
原
理
や
、
朝
鮮
総
督
府
の
法
制
政
策
と
慣
習
の
成
文

法
化
の
性
格
お
よ
び
方
向
性
、
本
国
と
植
民
地
の
間
の
法
的
疎
通
問

題
、
府
令
と
し
て
の
「
朝
鮮
戸
籍
令
」
と
制
令
「
朝
鮮
民
事
令
」
と
の

関
係
、
異
法
域
と
「
内
地
延
長
主
義
」
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
、
明

ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
で
、
特
に
以
下
の
よ
う
な
点
で
意
義
が

あ
っ
た
と
考
え
る
。
ま
ず
、
↓
九
一
〇
年
の
朝
鮮
総
督
府
設
置
か
ら

一
九
一
二
年
の
「
朝
鮮
民
事
令
」
制
定
公
布
ま
で
の
間
を
究
明
し
た

こ
と
は
、
同
研
究
の
大
き
な
成
果
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
同

令
制
定
の
動
機
と
過
程
、
目
標
や
立
法
趣
旨
な
ど
が
初
め
て
明
ら
か

に
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
、
総
督
府
独
自
の
朝
鮮
の
親
族
・
相
続
慣
習
の

成
文
法
化
構
想
が
あ
っ
た
こ
と
を
初
め
て
明
ら
か
に
し
た
こ
と
も
、

同
研
究
の
成
果
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
は
、
結

果
と
し
て
実
際
に
制
定
施
行
さ
れ
た
法
令
の
み
を
も
っ
て
日
本
の
朝

鮮
慣
習
法
政
策
を
分
析
し
て
き
た
た
め
、
総
督
府
と
本
国
日
本
政
府

と
の
間
に
朝
鮮
慣
習
法
を
め
ぐ
る
相
互
の
立
場
に
基
づ
い
た
法
制
政

策
の
主
張
と
葛
藤
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
総
督
府
に
よ
る
朝
鮮
親
族
令
・
朝
鮮
相
続
令
と
い
う
単
一

法
を
制
定
す
る
た
め
に
設
置
し
た
「
民
事
令
及
民
籍
改
正
委
員
会
」

「
司
法
法
規
改
正
調
査
委
員
会
」
の
存
在
に
つ
い
て
も
、
同
研
究
に

お
い
て
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
は
、

総
督
府
中
枢
院
の
「
旧
慣
審
査
委
員
会
」
と
「
旧
慣
及
制
度
調
査
委

員
会
」
の
存
在
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
最
後
に
、

未
使
用
の
一
次
資
料
を
豊
富
に
提
示
し
た
こ
と
は
、
同
研
究
分
野
に

お
け
る
貢
献
で
あ
る
と
考
え
る
。
同
研
究
分
野
で
は
、
前
掲
鄭
光
銃

『
韓
国
家
族
法
の
研
究
』
で
慣
習
法
政
策
関
連
の
資
料
が
示
さ
れ
て
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以
来
、
慣
習
調
査
に
つ
い
て
は
『
慣
習
調
査
報
告
書
』
（
法
典
調
査

局
、
　
一
九
一
〇
年
、
外
）
と
『
朝
鮮
旧
慣
制
度
調
査
事
業
概
要
』

（
朝
鮮
総
督
府
中
枢
院
、
一
九
三
八
年
）
を
中
心
に
、
ま
た
総
督
府

の
朝
鮮
慣
習
法
規
範
の
定
立
方
法
に
つ
い
て
は
『
高
等
法
院
判
決
録
』

（
朝
鮮
高
等
法
院
、
一
九
一
五
～
四
四
年
の
毎
年
）
と
、
『
民
事
慣
習

回
答
彙
集
』
（
朝
鮮
総
督
府
中
枢
院
、
一
九
三
八
年
）
を
主
に
用
い

た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

三
　
む
す
び

　
こ
れ
ま
で
の
韓
国
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
韓
国
法
史
学
界
を
中

心
に
、
民
事
慣
習
の
成
文
法
化
過
程
を
、
日
本
帝
国
主
義
の
植
民
地

政
策
の
も
と
で
行
わ
れ
た
慣
習
の
変
形
・
無
視
・
修
正
・
歪
曲
と
、

日
本
法
へ
の
↓
致
化
お
よ
び
日
本
法
依
用
の
拡
大
と
い
う
同
化
主
義

的
観
点
か
ら
捉
え
て
き
た
。
こ
う
し
た
視
座
は
、
現
行
韓
国
民
法
典

の
制
定
経
緯
に
よ
る
、
法
制
に
お
け
る
植
民
地
残
津
の
存
在
を
指
摘

す
る
意
味
合
い
を
も
ち
、
法
制
史
学
と
い
う
立
場
上
、
そ
の
枠
を
越

え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
先
行
研
究
と
は
異
な
り
、
法
社

会
史
学
的
な
観
点
か
ら
、
慣
習
は
非
固
定
的
で
あ
り
、
常
に
変
化
し

う
る
要
素
が
潜
在
し
て
い
る
と
い
う
慣
習
固
有
の
属
性
に
着
目
し
た
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
と
は
異
な
る
新
し
い
視
座
を
提
示
し
た
研
究
が
、

こ
ん
に
ち
の
韓
国
で
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
先
述
し
た

李
昇
一
の
研
究
は
、
こ
の
新
た
な
視
座
に
も
と
づ
き
、
慣
習
の
「
変

更
」
と
い
う
上
か
ら
の
慣
習
政
策
の
み
な
ら
ず
、
慣
習
の
「
変
化
」

と
い
う
下
か
ら
の
側
面
も
、
慣
習
法
規
範
の
宣
明
・
定
立
お
よ
び
成

文
法
化
の
過
程
に
お
け
る
、
慣
習
の
「
変
動
因
子
」
と
し
て
働
い
て

い
た
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
韓
国
の
同
研
究
分
野
に
お

け
る
現
在
の
状
況
は
、
官
（
統
監
府
や
朝
鮮
総
督
府
な
ど
）
と
民

（
植
民
地
期
の
朝
鮮
社
会
と
朝
鮮
人
）
の
両
面
か
ら
慣
習
の
変
化
を

分
析
す
る
視
座
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
、
慣
習
関

連
法
条
文
の
変
化
の
み
に
着
目
し
て
い
た
法
史
学
的
な
分
析
の
限
界

を
乗
り
越
え
、
慣
習
法
関
連
研
究
に
お
け
る
複
眼
的
で
社
会
史
的
な

考
察
が
進
展
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
以
上
の
よ
う

な
「
朝
鮮
民
事
令
」
第
＝
条
の
第
二
次
改
正
過
程
か
ら
す
る
と
、

李
昇
一
が
分
析
し
た
朝
鮮
慣
習
の
自
生
的
・
内
発
的
変
化
の
趨
勢
は
、

日
本
民
法
の
内
容
の
方
へ
と
向
か
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

と
な
る
。
し
た
が
っ
て
残
さ
れ
た
課
題
は
、
な
ぜ
新
慣
習
（
著
者
は

「
慣
習
の
近
代
化
」
と
も
表
現
す
る
、
前
掲
①
の
国
文
要
旨
の
一
頁
）

は
、
近
代
民
法
と
し
て
の
日
本
民
法
の
方
へ
行
き
つ
く
も
の
で
あ
っ

た
の
か
、
こ
の
よ
う
な
趨
勢
を
生
じ
さ
せ
た
要
因
は
何
か
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
李
は
上
記
③
の
研
究
に
お
い
て
、
「
法
政
策
と
は
、
植
民
地
政
策

を
保
守
的
に
追
認
し
な
が
ら
制
度
化
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
法
制

は
そ
れ
自
体
の
発
展
論
理
を
持
つ
も
の
で
も
あ
る
の
で
、
日
本
政
府

の
植
民
地
政
策
が
法
制
で
は
ど
の
よ
う
に
現
わ
れ
て
い
た
か
に
つ
い

て
は
、
法
制
固
有
の
論
理
の
な
か
か
ら
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
」
と

指
摘
す
る
。
そ
れ
が
韓
国
に
お
け
る
同
研
究
分
野
の
現
在
の
到
達
点

と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
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注
（
1
）
　
本
稿
で
は
、
　
一
八
九
七
年
ま
で
の
朝
鮮
王
朝
時
代
は
朝
鮮
、
一
九

　
　
一
〇
年
ま
で
の
大
韓
帝
国
は
韓
国
、
一
九
四
五
年
ま
で
の
朝
鮮
総
督

　
　
府
時
代
は
朝
鮮
、
現
代
の
大
韓
民
国
は
韓
国
と
し
、
個
別
事
項
お
よ

　
　
び
資
料
の
内
容
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
を
使
い
分
け
て
表
記
す
る
。

（
2
）
　
李
英
美
「
朝
鮮
統
監
府
に
お
け
る
法
務
補
佐
官
制
度
と
慣
習
調
査

　
　
事
業
－
梅
謙
次
郎
と
小
田
幹
治
郎
を
中
心
に
」
（
1
）
～
（
5
）
『
法
学

　
　
志
林
』
第
九
八
巻
一
号
～
第
九
九
巻
一
号
、
法
政
大
学
、
二
〇
〇
一

　
　
年
一
月
～
二
〇
〇
二
年
三
月
。

（
3
）
　
鄭
光
鉱
『
韓
国
家
族
法
研
究
』
ソ
ウ
ル
大
学
出
版
部
（
韓
国
）
、

　
　
一
九
六
七
年
。

（
4
）
　
「
朝
鮮
民
事
令
」
第
一
〇
、
第
一
二
条
は
改
正
さ
れ
る
こ
と
が
な

　
　
か
っ
た
。

（
5
）
　
鄭
鍾
休
『
韓
国
民
法
典
の
比
較
法
的
研
究
』
創
文
社
、
一
九
八
九

　
　
年
。

（
6
）
　
金
疇
珠
『
親
族
・
相
続
法
』
法
文
社
（
韓
国
）
、
二
〇
〇
四
年
。

（
7
）
　
こ
の
他
に
も
つ
ぎ
の
よ
う
な
研
究
が
あ
る
。
「
日
帝
時
期
朝
鮮
人

　
　
斜
日
本
国
民
化
研
究
－
戸
籍
制
度
暑
吾
唱
・
一
皇
」
『
韓
国
学
論
集
』

　
　
第
三
四
号
、
漢
陽
大
学
校
（
韓
国
）
、
二
〇
〇
〇
年
。
「
望
刈
剤
剋

　
　
刈
刈
刻
宗
中
財
産
斗
”
朝
鮮
不
動
産
登
記
令
”
ー
所
有
権
紛
争
。
百

　
　
ス
τ
名
。
一
呈
」
『
史
学
研
究
』
第
六
一
号
、
韓
国
史
学
会
（
韓
国
）
、
二

　
　
〇
〇
〇
年
一
二
月
。
「
玉
継
舎
三
召
T
q
”
王
継
呈
刈
喫
ユ
。
τ
刈
“
釧

　
　
人
丁
唱
・
回
τ
己
丁
讐
暑
」
『
囲
薯
叫
唱
子
』
第
四
号
、
二
〇
〇
一
年
。
『
孟

　
　
祖
奢
呈
召
T
到
公
文
書
式
唱
干
ー
起
案
列
刈
成
冊
叫
刈
到
斗
碧
。
τ

　
　
奇
想
。
豆
』
韓
国
記
録
管
理
学
教
育
院
卒
業
論
文
（
韓
国
）
、
二
〇

　
　
〇
二
年
。
「
朝
鮮
型
民
事
法
体
制
釧
成
立
斗
法
制
政
策
釧
変
化
」

　
　
「
三
・
一
独
立
運
動
暑
ス
τ
刈
・
。
豆
聾
裁
判
斗
判
例
　
発
表
文
』
日

　
　
韓
過
去
清
算
の
法
的
課
題
共
同
研
究
会
（
韓
国
）
、
二
〇
〇
三
年
。

（
8
）
　
日
本
で
は
、
こ
の
研
究
分
野
と
近
接
す
る
分
野
と
し
て
、
朝
鮮
総

　
　
督
府
お
よ
び
日
本
政
府
の
朝
鮮
法
制
政
策
お
よ
び
朝
鮮
人
の
法
的
地

　
　
位
と
関
連
す
る
研
究
は
、
か
な
り
の
数
が
存
在
す
る
。

（
9
）
　
そ
の
ほ
か
、
金
昌
緑
「
制
令
列
毛
鮭
唱
邑
（
「
制
令
に
関
す
る

　
　
研
究
」
『
法
史
学
研
究
』
第
二
六
号
、
韓
国
法
史
学
会
、
二
〇
〇
二

　
　
年
一
〇
月
）
、
が
あ
る
。

（
1
0
）
　
宣
明
と
は
宣
言
を
意
味
す
る
表
現
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
れ
以

　
　
来
韓
国
に
お
け
る
研
究
で
は
宣
明
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
1
1
）
　
同
著
は
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
韓
国
の
学
界
に
お

　
　
い
て
小
作
慣
習
に
つ
い
て
は
同
研
究
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ

　
　
こ
で
も
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。

（
1
2
）
　
こ
の
ほ
か
に
、
浦
落
地
の
所
有
権
を
認
め
て
い
た
慣
習
に
対
す
る

　
　
高
等
法
院
判
決
を
取
り
上
げ
た
、
宗
榮
眠
「
朝
鮮
高
等
法
院
判
例
列

　
　
叫
叫
蛙
土
地
所
有
権
問
題
－
土
地
到
、
浦
落
音
ス
万
刃
・
・
豆
」
（
『
法

　
　
史
学
研
究
』
第
二
八
号
、
韓
国
法
史
学
会
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
）
、

　
　
が
あ
る
。

（
1
3
）
　
宗
中
は
「
父
系
の
共
同
祖
先
の
祭
祀
の
た
め
に
組
織
さ
れ
た
父
系

　
　
血
縁
者
の
集
団
」
を
指
し
、
構
成
員
の
加
入
・
脱
退
は
自
由
で
は
な

　
　
い
が
、
後
孫
が
任
意
に
祭
祀
以
外
の
目
的
で
一
定
の
派
始
祖
を
中
心

　
　
と
し
て
団
体
を
作
れ
る
よ
う
に
し
た
点
で
契
約
的
で
あ
り
、
宗
中
員

　
　
の
選
挙
に
よ
っ
て
門
長
を
決
め
て
い
た
。
以
上
、
前
掲
鄭
鍾
休
『
韓

　
　
国
民
法
典
の
比
較
法
的
研
究
』
、
＝
二
四
頁
。

（
1
4
）
　
前
掲
鄭
肯
植
「
宗
中
財
産
到
法
的
問
題
－
朝
鮮
高
等
法
院
判
決

　
　
。
冒
中
心
。
豆
」
、
二
一
七
～
九
頁
。
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（
1
5
）
　
宗
中
の
ほ
か
に
、
洞
里
（
三
。
司
、
自
然
村
）
の
慣
習
に
つ
い
て
は
、

　
　
仕
相
協
「
洞
里
到
噂
4
叫
し
一
。
肖
斗
王
母
ユ
号
唱
処
斜
毛
人
一
日
組
陞

　
　
（
洞
里
の
当
事
者
能
力
と
朝
鮮
高
等
法
院
の
慣
習
官
三
＝
ロ
）
」
『
法
史
学

　
　
研
究
』
第
二
八
号
、
韓
国
法
史
学
会
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
）
、
の

　
　
研
究
が
あ
る
。

（
1
6
）
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
第
三
の
視
点
と
し
て
最
近
、
沈
義
基
「
望
刈

　
　
を
習
益
7
1
“
刈
「
剋
刈
魁
昔
唱
到
碧
層
”
」
（
「
日
帝
強
占
初
期
の
植

　
　
民
地
慣
習
法
の
形
成
」
）
「
法
史
学
研
究
』
第
二
八
号
、
同
上
、
が
提

　
　
起
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
著
者
の
「
新
慣
習
」
観
に
対
す
る
批
判
的

　
　
な
見
方
と
し
て
、
梁
鉱
蛾
「
刈
「
剋
刈
刈
酒
研
」
号
井
尋
唱
到
毛
青
・
τ

　
　
刈
I
I
刈
蒼
　
釧
刈
「
到
刈
呈
・
。
百
ス
万
層
。
豆
」
（
「
植
民
地
期
韓
国
家

　
　
族
法
の
慣
習
問
題
I
I
時
間
意
識
の
失
踪
を
中
心
に
」
『
朴
到
舛
d
「

　
　
4
』
（
「
社
会
と
歴
史
』
）
通
巻
第
五
八
輯
、
韓
国
社
会
史
学
会
、
二

　
　
〇
〇
〇
年
）
、
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
争
に
つ
い
て
は
次
回
の
機
会

　
　
に
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
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